経営事項審査制度改正に伴う本市の取り扱いについて
平成20年4月1日より、経営事項審査制度が大幅に改正され、改正後の経営事項審査を受けたものについては、新制度の経営事項審査総合評定値（以下、総合評定値）を有することになり、約1年間は新旧の総合評定値が混在することになり、本市としても対応を検討してまいりました。
このたび、これらの混乱を避けるため平成20年度入札参加資格者の参加及び選定条件に採用する総合評定値については、以下の通り取り扱いますので注意してください。

建設業の業種の土木一式工事及び建築一式工事(以下、土木及び建築一式工事)については旧制度（前年度）の総合評定値を採用し、その他の業種については改正後の総合評定値を順次採用することとします。
これは、土木及び建築一式工事については、総合評定値を参加及び選定の条件としており前述のとおり混乱を避けるため、旧制度の総合評定値を採用することとし、その他の業種は、特殊工事を除き殆どの工事で総合評定値が発注分けの条件とならないため、改正後の総合評定値を採用することとします。
したがって、20年4月以降に本市競争入札参加資格に新規登録される方は、新・旧の総合評定値通知書が必要になり、競争入札参加資格申請書には土木及び建築一式工事については旧制度の総合評定値を、その他の業種については改正後の総合評定値を記載してください。（新制度の総合評定値通知書が無い場合は後日提出して下さい。）
引続き電子入札システムで登録更新される方は、土木及び建築一式工事については旧制度の総合評定値を変更せず、その他の業種については改正後の総合評定値を登録してください。その際、審査基準日は新基準日に変更していただきます。そして、新規登録される方と同じく新・旧総合評定値通知書を他の必要な提出書類と共に提出(郵送)して下さい。
また、平成２０年度に建設業の業種を追加又は削除する場合は、該当業種を新しい総合評定値通知書のとおりに、新規登録される方は競争入札参加資格申請書に記載し、登録更新される方は、電子入札システムにて追加又は削除の登録をしてください。
本市としては、上記により提出していただいた新制度の総合評定値の土木及び建築一式工事のみを、平成21年３月下旬から4月上旬を目途に、契約課が電子入札システムに登録する予定です。

つきましては、この登録期間前までに新制度の総合評定値通知書が取得で出来ない可能性のある事業者の方については、建設業法施行規則により施行後120日間は再審査期間が設けられており、平成20年4月1日から7月29日までの間、国土交通省及び各都道府県において新制度による再審査を受けることが可能ですので、利用してください。
